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経営事項審査の改正に係る再審査の申請について

令和３年４月１日から、経営事項審査の基準が改正されました。
改正に伴い、再審査を実施することになりましたので、再審査の受審希望者は下記事項
に留意のうえ、再審査申請の手続きを行ってください。
なお、再審査した結果通知書を入札参加資格に反映させるかは、自治体等ごとに異な

りますので、再審査の受審は希望者のみとなっております。
※令和３・４年度沖縄県建設工事入札参加資格審査につきましては、入札参加の申請日
を基準として、格付け、名簿作成を行っているため、既登録業者につきましては、今回
の再審査の結果を反映することはできません。

１．申請期間 令和３年４月１日～令和３年７月29日 ※改正の日から１２０日以内

２．再審査の対象となる経営事項審査の範囲
再審査を受けようとする日の１年７か月前の日以降を審査基準日とする経営事項審

査です。（改正前の旧基準により経審を受審した者）
※基準日が上記範囲内であっても、再審査の申請は義務ではありません。
※再審査結果通知書の発送は、申請から約１～２か月かかる見込みです。申請時点
で有効期間が２か月未満である場合は、再審査ではなく、翌事業年度の経審を受
審してください。

３．審査手数料 無料

４．再審査申請に必要な提出書類
（１）提出書類一覧

申 請 に 必 要 な 提 出 書 類 備 考
経営規模等評価再審査申立書 ★必ず提出

（様式第２５号の１４）・再審査申立書として作成
・申請等の区分05は「４」の再審査を入
力

工事種類別完成工事高 ★必ず提出
工事種類別元請完成工事高 ・前回申請と同様の内容で作成

（様式第２５号の１１別紙一）
その他の審査項目（社会性等） ★必ず提出

（様式第２５号の１１別紙三） ・項番46 法定外労働災害補償制度加入
の有無、項番61 CPD単位取得数及び技
術者数、項番62 技能レベル向上者数及
び技能者数、控除対象者数 が再審査の
項目になります。
それ以外の項目は前回と同じ内容で作成
してください。



- 2 -

技術職員名簿 ★必ず提出
（様式第２５号の１１別紙二）・技術職員の追加はできません。

・前回申請時の職員について、
①有資格コードが００５（朱書き）
②CPD単位取得数
が、再審査の対象となります。

それ以外の項目は前回と同様の内容を記
入してください。

当初の経営状況分析結果通知書の写し ★必ず提出
（様式第２５号の１０）

当初経営事項審査結果通知書の写し ★必ず提出

当初の（土木事務所受付印のある）経営規 ★必ず提出
模等評価申請書・総合評定値請求書（別紙
一～三含む）の写し

審査基準日に中小企業等共同組合法の認可 ★該当がある場合に提出
を受けて共済事業を行う者に加入している
ことの証明書（原本）
【CPD単位取得】 ★該当がある場合に提出
①CPD認定団体によるCPD取得単位証明書 ①審査基準日以前1年間のCPD取得単位
（実績証明書）の写し に係るものです。
②CPD単位を取得した技術者名簿（様式第 ②の様式第４号は技術職員名簿（別紙二）
４号） に記載のある技術者以外について、記載
③様式第４号に記載した技術者に係る検定 してください。
もしくは試験の合格証その他資格を証明す
る書面の写し ④は提示書類となります。常勤確認書類
④様式第４号の「CPD単位」欄に単位を記 については、記入要領を確認ください。
載した技術者の常勤確認書類
【技術レベル向上】 ★該当がある場合に提出
①技能者名簿（様式第５号） ①技能者名簿（様式第５号）は、技術職
②能力評価（レベル判定）結果通知書の写 員名簿に記載がある職員も該当がある場
し 合は、記載してください。
③工事施工台帳の作業員名簿の写し ③は、審査基準日において施工中の工事
④技能者名簿（様式第５号）の「レベル向 についての工事施工台帳の作業員名簿を
上欄」、「控除対象」欄に○を記入した技能 提出してください。
者の常勤確認書類 ④は提示書類となります。常勤確認書類

については、記入要領を確認ください。
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【有資格コード００５の場合】 ★該当がある場合に提出
審査基準日現在で有効な監理技術者資格者 監理技術者証に実経（業種）と記載があ
証 る場合に当該業種において評価されます。

※提出書類は上記の順に並べ、左上をホッチキス等で留めて提出してください。フラ
ットファイル等に綴る必要はありません。

（２）提出部数
正本１部（提出用）・副本１部（申請者控え）

５．申請書提出先
北部土木事務所 名護市大南1-13-11 TEL 0980-53-1255
中部土木事務所 沖縄市美原1-6-34 TEL 098-894-6510
南部土木事務所 那覇市旭町116-37 TEL 098-866-1129
宮古土木事務所 宮古島市平良西里1125 TEL 0980-72-2769
八重山土木事務所 石垣市真栄里438-1 TEL 0980-82-2217

６．お問い合わせ先
沖縄県土木建築部技術・建設業課
建設指導契約班
TEL 098-866-2374



（７）その他の審査項目（社会性）記入例
別紙三

労働福祉の状況

建設業の営業継続の状況

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

国際標準化機構が定めた規格による登録の状況

若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況

知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ４

3

健康保険加入の有無 ４ ２ 1 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

その他の審査項目（社会性等）

項 番 3

雇用保険加入の有無 ４ １ 1 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

3

建設業退職金共済制度加入の有無 ４ ４ 1 〔1.有、2.無 〕

3

厚生年金保険加入の有無 ４ ３ 1 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

3

法定外労働災害補償制度加入の有無 ４ ６ 1 〔1.有、2.無 〕

3

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 ４ ５ 1 〔1.有、2.無 〕

2 年 10 月 8 日 年　　　　か月 平成3年12月１日に(株)へ組織変更

3 5 初めて許可（登録）を受けた年月日 休業等期間 備考（組織変更等）

営業年数 ４ ７ 2

民事再生法又は会社更生法の適用の有無 ４ ８ 2 〔1.有、2.無 〕 令和

7 （年）
 昭和
平成
 令和

   年     月     日 令和      年     月     日 令和      年     月     日

3

3 再生手続又は更生手続開始決定日 再生計画又は更生計画認可日 再生手続又は更生手続終結決定日

営業停止処分の有無 ５ ０ 2 〔1.有、2.無 〕

3

防災協定の締結の有無 ４ ９ 1 〔1.有、2.無 〕

3

監査の受審状況 ５ ２ 4
  1.会計監査人の設置、2.会計参与の設置、
  3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、4.無

3 5

指示処分の有無 ５ １ 2 〔1.有、2.無 〕

3

3 5

二級登録経理試験合格者の数 ５ ４
,

公認会計士等の数 ５ ３
,

1 （人）

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象事業年度

0

3 5 10

研究開発費（２期平均） ５ ５
, 0 （千円）

, ,
0 (千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

0 (千円)

（台）

3

ＩＳＯ９００１の登録の有無 ５ ７ 1 〔1.有、2.無 〕

3 5

建設機械の所有及びリース台数 ５ ６ 3

若年技術職員の継続的な育成及び確保 ５ ９ 2 〔1.該当、2.非該当 〕 20

3

ＩＳＯ１４００１の登録の有無 ５ ８ 2 〔1.有、2.無 〕

(人) 2 (人) 10.0 (％)

新規若年技術職員数(Ｃ) 新規若年技術職員の割合(Ｃ／Ａ)

3 技 術 職 員 数 ( Ａ ) 若 年 技 術 職 員 数 ( Ｂ ) 若年技術職員の割合(Ｂ／Ａ)

CPD単位取得数 ６ １
,

(人) 5.0 (％)

3 5 10 11 15

新規若年技術職員の育成及び確保 ６ ０ 1 〔1.該当、2.非該当 〕 1

,
（人）

3 5 9 10

（単位） 技術者数
,

15 20

技能レベル
向上者数

６ ２
, ,

（人） 技能者数 （人）（人） 控除対象者数
,

別紙第二「技術職
員名簿」に記載し
たCPD単位取得
数と様式第４号
「CPD単位を取得
した技術者名簿」
に記載したCPD単
位の合計を記入。

様式第５号「技能
者名簿」で、レベル
向上の欄に○印
が記載されている
方の数を記入。

別紙第二「技術職
員名簿」と様式第４
号「CPD単位を取
得した技術者の名
簿」に記載がある

様式第５号「技術者
名簿」で「控除対
象」欄に○印が記

様式第５号「技能者名簿」
に記載された人数を記入



■項番６１について

審査基準日以前一年間にCPD認定団体

によって取得を認定された単位数

告示別表第１８の左欄に掲げる

CPD認定団体毎に右欄に掲げる数値
× 30

【算出例】　 【告示別表第１８】

50
12

２８÷５０×３０＝１６．８ 50
50
50
20
50
20
20
25
50
50
50
50
12
50
50
50
12

※各技術者のCPD単位の上限は３０です。 12
12
12
12
12
12
12
12

公益社団法人日本造園学会

一般社団法人日本建築構造技術者協会

公益財団法人建築技術教育普及センター

一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会

一般社団法人電気設備学会

一般社団法人建築設備技術者協会

一般社団法人日本建築学会

一般社団法人日本建設業連合会

公益社団法人日本建築家協会

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会

公益社団法人農業農村工学会

公益社団法人日本都市計画学会

公益社団法人日本技術士会

一般社団法人日本環境アセスメント協会

公益社団法人土木学会

土質・地質技術者生涯学習協議会

一般社団法人全日本建設技術協会

よって、１６（少数点以下の端数は切り捨て）

を別紙二「技術職員名簿」の「CPD単位取得

数」又は、様式第４号「CPD単位を取得した技

術者名簿」の「CPD単位」の欄に記入する。

※１人の技術者のうち、複数のCPD認定団体よ

り単位を取得している場合は、いずれか１つの

CPD認定団体の単位をもとに算出します。

①「CPD単位取得数」について、各技術者について以下の算式で算定し、その数値を合計した

ものを記入する。

②技術者数について、別紙二「技術職員名簿」

の掲載者の人数と様式第４号「CPD単位を取得

した技術者名簿」の掲載者の人数の合計を記入

してください。

一般社団法人建設コンサルタンツ協会

一般社団法人建設業振興基金

公益社団法人空気調和・衛生工学会

÷

公益社団法人空気調査・衛生工学会から「28」単位

認定されている場合

一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会

一般社団法人全国測量設計業協会連合会

公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会

公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター

公益社団法人地盤工学会

一般社団法人交通工学研究会

公益社団法人日本建築士会連合会



技術職員名簿記入例
別紙二

講

習

受

講

監理技術者資格者証

交付番号

CPD単位

取得数
10

頁

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ５

技 術 職 員 名 簿

項 番 3 5

業種

コード

有資格

区分

コード
3 5

頁 数 ６ １ 0 0 1

１ 県庁　太郎 昭和30 年 10

講

習

受

講

業種

コード

有資格

区分

コード

1 1 3 1月 10 日 62 ６ ２

通番

新

規

掲

載

氏　　　　　名 生　年　月　日

審査

基準日

現在の

満年齢

日 ○○ ６ ２ 0 1

第００１２３４５６号 16

２ ○○　○○ ○○ 年 ○○ 月 ○○

0 9 0 0 2 20 1

1 3 7 1 第０３４５６７８９号1 1 3 1 0 2

日 ○○ ６ ２３ ○○　○○ ○○ 年 ○○ 第０９８７６５４３号

４ ○○　○○ ○○ 年 ○○ 月 ○○

0 2 1 3 7 1月 ○○

21 2 9 2 0 2

○○　○○ ○○ 年 ○○

2 3 8日 ○○ ６ ２ 0 9

2 3 0 2月 ○○ 日 ○○ ６

６ ○○　○○ ○○ 年 ○○ 月 ○○

0 9

2 1 4 2

２

日 ○○ ６ ２ 0 1

５

日 ○○ ６ ２７ ○○　○○ ○○ 年 ○○

８ ○○　○○ ○○ 年 ○○ 月 ○○

0 1 2 1 4 2月 ○○

2 1 4 2

○○　○○ ○○ 年 ○○

日 ○○ ６ ２ 0 1

2 3 8 2月 ○○ 日 ○○ ６

10 ○○　○○ ○○ 年 ○○ 月 ○○

0 2

2 3 8 2

２

日 ○○ ６ ２ 0 2

９

日 ○○ ６ ２11 ○○　○○ ○○ 年 ○○

12 ○○　○○ ○○ 年 ○○ 月 ○○

0 2 2 3 8 2月 ○○

2 3 8 2

○○　○○ ○○ 年 ○○

日 ○○ ６ ２ 0 2

2 3 8 2月 ○○ 日 ○○ ６

14 ○○　○○ ○○ 年 ○○ 月 ○○

0 2

2 6 5 2

２

日 ○○ ６ ２ 0 9

13

日 ○○ ６ ２15 ○○　○○ ○○ 年 ○○

16 ○○　○○ ○○ 年 ○○ 月 ○○

0 1 0 6 4 2月 ○○

0 6 4 2

○○　○○ ○○ 年 ○○

日 ○○ ６ ２ 0 1

0 6 4 2月 ○○ 日 ○○ ６

18 ○○　○○ ○○ 年 ○○ 月 ○○

0 2

0 6 4 2

２

日 ○○ ６ ２ 0 9

17

日 ○○ ６ ２19 ○ ○○　○○ ○○ 年 ○○

20 ○ ○○　○○ ○○ 年 ○○ 月 ○○

0 1 0 0 1 2月 ○○

0 0 2 2

○ ○○　○○ ○○ 年 ○○

日 ○○ ６ ２ 0 2

1 1 3 2月 ○○ 日 ○○ ６ 9 1 1 3 2

0 6 4 2522 ○ ○○　○○ ○○ 年 ○○ 月 ○○

20 1

1 1 3 2 0

２

日 ○○ ６ ２ 0 5

21

日 ６ ２23 年

24 年 月

月

年

日 ６ ２

月 日 ６

26 年 月

２

日 ６ ２

25

日 ６ ２27 年

28 年 月

月

年

日 ６ ２

月 日 ６

30 年 月

２

日 ６ ２

29

前回申請時の技術職員について、

・有資格区分コード005
・CPD単位取得数
が、再審査の対象となります。



様式第４号
（用紙A４）

　　　年　　　月　　　日

通番 氏名 生年月日 CPD単位
1 県庁　太郎 S55.1.1 16
2 県庁　次郎 S60.1.1 30

46
90
136

　　CPD認定団体ごとに右欄に掲げる数値で除し、30を乗じた数値を記載すること。

　　なお、小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

CPD単位を取得した技術者名簿
（技術職員名簿に記載のある者を除く）

上記技術者が取得したCPD単位の合計（①）
技術職員名簿に記載のある技術職員が取得したCPD単位合計（②）
CPD単位総計（①＋②）

記載要領

別紙２「技術職員名簿」に記載した者以外のCPD取得者で、監理技術者になる資格を有
する者、主任技術者になる資格を有する者、一級技士補及び二級技士補であって、審査
基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定する
ことなく常時雇用されている者については、下記の様式４号「CPD単位を取得した技術者
名簿」に記載してください。
※技術者と同様に常勤確認を行います。

１　この表は、審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、建設業法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又

　　は同法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者又は一級若しくは二級の第一次検定に合格した者であって、規則

　　別記様式第25号の14・別紙２に記載のない者について作成すること。

2　｢CPD単位｣の欄には、技術者がＣＰＤ認定団体によって修得を認定された単位数を、告示別表第十八の左欄に掲げる

①＋②の合計が項番61の
CPD単位取得数と一致する

例）県庁太郎

公益社団法人空気調査・衛生工学会から「28」単位認定されている場合
28÷50×30＝16.8 よって16を記入する。

技術職員名簿に記載のある技術者については、記載不要です。



様式第５号 （用紙A４）

　　年　　月　　日

通番 氏名 生年月日 評価日
レベル

向上の有無
控除対象

1 県庁　太郎 S50.1.1 R3.1.1 ○

3 県庁　次郎 S51.1.1 R1.6.30 ○

10 沖縄　花子 S64.1.1

11 沖縄　一郎 H2.1.1

合計 ４（人） 2（人） ０（人）

５　本表の最後の行には、作成対象となる技能者、｢レベル向上の有無｣の欄に○印が記載された者、｢控除対象｣の欄に○印

　　が記載された者、それぞれの合計人数を記載すること。

２　｢評価日｣の欄には、技能者が審査基準日以前において認定能力評価基準により評価を受けている場合、その最も新しい

　　評価を受けた日を記載すること。

３　｢レベル向上の有無｣の欄には、審査基準日以前三年間に、能力評価基準により受けた評価の区分が、審査基準日の三年

　　前の日以前に受けた最新の評価の区分より１以上上位であった者に該当する場合に、○印を記載すること。

４　｢控除対象｣の欄には、審査基準日の３年前の日以前に能力評価基準により評価が最上位の区分に該当するとされた者の

　　場合に、○印を記載すること。　

　　該当する者（ただし、建設工事の施工の管理のみに従事した者は除く。）について作成すること。

技能者名簿

記載要領

１　この表は、審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、審査基準日以前三年間に、建設工事の施工
　　に従事した者であって、建設業法施行規則第十四条の二第二号チ又は同条第四号チに規定する建設工事に従事す

る者に

審査基準日の3年前の日以前

にレベル４を受けている者がいる

場合、「○」を記入します。

審査基準日以前3年前に１以上レベルアップした場合に「○」を

記入します。

例）審査基準日 R3.6.30 県庁太郎さん

R3.1.1に「レベル３」の評価を受け、審査基準日の３年間の日

以前は評価なしの場合、レベル１からレベル３へと評価が２段

階アップしているので、レベル向上の有無に「○」を記入しま

す。

評価を受けていない者とレベル１は同等になりますので、評価

なしからレベル１となった場合、レベル向上の有無に「○」を

記入することはできません。

レベル向上の有無に「○」を記入できるのは、レベル２以上の

評価を受けた方です。

項番62の「控除対象

者数」と一致する。

項番62の「控除対象

者数」と一致する。

項番62の「技能

者数」と一致する。

審査基準日以前について、能力評価基準による評

価を受けた最も新しい評価を受けた日を記入する。

技能者は、審査基準日以前３年間に建設工事の施工に従事した者（施行体制台帳の作業員名簿に記載さ

れる者）であり、監理技術者や主任技術者といった建設工事の施工の管理のみに従事した者は除きます。

※技術者と同様に常勤確認を行います。

技術者名簿を作成するときには、

①技術職員名簿に記載のある技

能者から技術職員名簿順に記入

します。（通番も技術職員名簿

の連番を記入）

②続いて、技術職員名簿には記

載がない技術者を記入します。

（連番は技術職員名簿の最終番

号の続きから記入してくださ

い。）

例）技術職員名簿の最終番号が

9のとき、通番10から記載して

ください。


